
事業者指導の流れ

調査対象事業者の抽出・決定

相談件数・内容をもとにリストアップ

調査着手（条例 条１項）22
相談カードから相談概要一覧作成
条例違反内容の洗い出し・分析
登記事項の照会・外観調査

事業者への事情聴取
関係資料の提出要求・立証要求

事業者へ違反事実の確認

認める 認めない

不当な取引行為の事実確認
消費者聴取・資料等の要求

違反事実の認定

取引行為是正指導書の交付 指導事実をもとに啓発情報をプレスリリース
（条例 条 項） （条例 条 項）22 2 22 5

終 了是正内容報告書の徴収 是正状況の確認

指導事項の改善が見られない

不当な取引行為の事実を再確認
消費者への事情聴取・資料等の要求

事業者の意見聴取（必要的）
（条例 条 項､ 条 項）22 3 15 5

勧告事実の認定

勧告・公表 ※公表内容に事業者名等を含む場合は審議会に意見具申
（ ）条例 条 項､ 項22 2 4

勧告に従わない

事業者の意見聴取（任意的）
（条例 条 項）27 3

公 表 審議会に諮り決定
（条例 条 項） （条例 条 項）27 1 27 2

終 了
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